
第２回石川町農業委員会総会議事録 

 

１   招集年月日   令和３年２月１５日（月）  午後１時３０分  

 

２   招集場所    石川町役場  ３階  議場   

 

３   報告  

（１）報告第１号  

時効取得を原因とする農地の所有権移転についての件  

４   議案  

（１）議案第８号  

   農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する意見決定の

件  

（２）議案第９号  

   農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定の

件  

（３）議案第１０号  

   農地法第５条第１項の規定による許可後の事業計画変更申請に

対する意見決定の件  

（４）議案第１１号  

   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画の諮問に対する意見決定の件  

（５）議案第１２号  

   荒廃地に係る非農地判断に対する意見決定の件  



出席委員    

農業委員   ９名  

１番  佐川  修一  ２番  根本  常和  ３番  近内  貞夫   

４番  金沢  和則  ５番  芳賀  正幸  ６番  緑川  一男   

７番  緑川  喜友  ８番  仲田  昌勝  ９番  遠藤  武重  

 

農地利用最適化推進委員   ３名  

    １１番  根本  浩一  １３番  円谷  和司  １４番  近内  壽夫  

    ほかの農地利用最適化推進委員についてはコロナ対策のため参集  

せず。  

欠席委員  なし  

   

 

事務局    事務局長    武藤  伝  

農地管理係長  三瓶  桂治  

書   記    矢内  康裕  

 



・議  長   本日の出席は１２名です。定足数に達しておりますので、只今より第２

回石川町農業委員会総会を開きます。 

議事録署名人の選出ですが、議長指名でご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議ないものと認め、７番  緑川  喜友委員  ８番  仲田  昌勝

委員を指名いたします。 

 

（１）報告第１号  

・議  長   最初に報告第１号時効取得を原因とする農地の所有権移転について議題

とします。それでは事務局の報告を求めます。 

・事務局長   （報告朗読） 

        本件は令和２年１２月２８日付で福島地方法務局白河支局より時効取

得を原因とする所有権移転の登記が行われた旨の通知を受けましたこと

から、時効取得の要件を備えているかについて調査したものでございます。 

        なお、今回の通知は登記完了後の通知となります。 

        本件の当該農地は県道のバイパス工事に伴い、県中建設事務所の指示の

下進められております。 

        調査した結果、当該農地は２０年以上所有の意思を持って平穏かつ公然

に占有を継続してきたものでありますので取得時効完成要件を備えてい

るものと判断し、問題ないものと思われます。 

・議  長   只今報告ありました時効取得を原因とする農地の所有権移転について、

何かご質問等ございませんか。 

        （「異議なし」の声あり） 

・議  長   ないようですので報告を終わります。 

 

（１）議案第８号  

農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する意見決定の件  

・議  長   それでは議事に入ります。議案第８号 農地法第３条第１項の規定によ

る許可申請に対する意見決定の件を議題とします。事務局の説明を求めま

す。 

・事務局長   （議案朗読） 



        農地法第３条第１項番号１から３につきまして、農地法第３条第２項各

号の不許可要件に該当していないことを報告いたします。 

        （詳細に説明） 

・議  長   農地法第３条第１項番号１を調査されました根本浩一委員に報告を求め

ます。 

・根本浩一委員 農地法第３条１項１番、譲渡人○○○○、譲受人○○○○との件を調査

した結果を報告いたします。 

        去る２月６日午前９時より、代理人の○○○○は欠席。○○○○と私の

２人で現場を確認しました。 

        場所は○○○○○○○○を○○○○○○○○に向かい、○○○○○○○

○を左折し、５００ｍ程行って右折し５０ｍ付近の畑、○○○○○○○○、

○○○○○○○○とそこから１００ｍ直進の左側○○○○○○○○です。 

        権利を移転しようとする理由として譲受人の○○○○は現地の隣接地

で果樹園を営んでおり、農地拡張によりこの土地での耕作には問題ありま

せん。○○○○○○○○、○○○○○○○○においても水田として耕作が

行えるような状態での譲受なので問題あるとは思えません。 

        以上、調査した結果この案件は問題ありませんので、皆様方のご審議よ

ろしくお願いします。 

・議  長   審議に入る前に議案第８号農地法第３条第１項の規定による許可申請に

対する意見決定の件について○○○○は譲受人ですので、農業委員会等に

関する法律第３１条議事参与の制限により、退席を求めます。 

       （○○○○退席） 

・議  長   只今報告のありました農地法第３条第１項番号１の件について、何かご

意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第８号 農地法第３条第１項番号１につい

て承認するものと決定いたします。○○○○の入室を認めます。 

        （○○○○入室） 

        続きまして、農地法第３条第１項番号２を調査されました佐川修一委員

に報告を求めます。 

・佐川修一委員 農地法第３条第１項番号２の所有権移転について調査した結果を報告し



ます。 

        調査日が令和３年２月７日午前８時より、譲渡人○○○○、譲受人○○

○○、最適化推進委員郷義郎氏と私の４名で○○○○○○○○の地目畑８

４㎡を調査しました。 

        場所は○○○○○○○○から○○○○○○○○へ２００ｍ程の左側の

道路奥にあります。 

        申請理由としまして、当該農地は譲渡人の○○○○が耕作している主な

ほ場から離れており、なお面積が８４㎡と小さく耕作するには非常に悪い

条件になります。一方讓受人の○○○○の耕作している農地は、自宅の前

にあり申請のうちに隣接しているため耕作条件が最適と考えます。今後周

辺農地に悪い影響を与えることもなく、耕作していけるものと確信してお

ります。 

        以上、調査した結果この案件は問題ありませんので、皆様方の審議よろ

しくお願いします。 

・議  長   只今報告のありました農地法第３条第１項番号２の件について、何かご

意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第８号 農地法第３条第１項番号２につい

て承認するものと決定いたします。 

        続きまして、農地法第３条第１項番号３を調査されました緑川喜友委員

に報告を求めます。 

・緑川喜友委員 農地法第３条第１項３番の所有権移転の件を調査した結果を報告します。 

        調査は令和３年２月９日午前９時３０分より現地にて行いました。立会

人は譲受人の○○○○○○○○の○○○○、譲渡人の○○○○○○○○の

○○○○氏、役場より武藤事務局長、三瓶係長、矢内主事と最適化推進委

員の矢内常男氏と私の７人で調査しました。 

        申請地は○○○○○○○○と○○○○○○○○の２筆です。場所は○○

○○○○○○より１００ｍ東に行き左折し１．４ｋｍ進み再度左折し８０

０ｍ行ったところにあります。 

        譲渡人は３０年ほど前に和牛を飼っており、当該地を採草や放牧地とし

て造成し利用していましたが、今は和牛飼育もやめており利用していない



ので所有権の移転を申請しました。地積は９，６５０㎡であります。 

        譲受人は現在、○○○○○○○○で約８ｈａの面積で作業を受託してブ

ロッコリー栽培に関わっておりますが、今回の申請地を取得し新規就農し

て、自作にて栽培したいとのことです。 

        今回の申請地は林に囲まれており農地に隣接していないため、周囲に影

響を及ぼすことは無いと思われます。 

        以上調査した結果、問題はありませんので皆様方のご審議をよろしくお

願いします。 

・議  長   只今報告のありました農地法第３条第１項番号３の件について、何かご

意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第８号 農地法第３条第１項番号３につい

て承認するものと決定いたします。 

 

 

（２）議案第９号  

 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見決定の件  

・議  長   続いて議案第９号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する

意見決定の件について議題といたします。 

        事務局の説明を求めます。 

・事務局長  （議案朗読） 

        農地法第５条第１項番号１についですが事業計画者は一般住宅建築及

び宅地進入路設置を目的とし今回の申請に至っております。なお、申請地

は第２種農地です。 

        農地法第５条第１項番号２についですが事業計画者は看板設置を目的

とし今回の申請に至っております。なお、申請地は第２種農地です。 

・議  長   農地法第５条第１項の規定による許可申請番号１を調査した根本常和委

員に報告を求めます。 

・根本常和委員 農地法第５条第１項の１番の件を調査した結果を報告いたします。 

        去る１月６日午後１時３０分より、事務局武藤事務局長、三瓶係長、○

○○○、最適化推進委員の根本浩一さんと私の５人で現場を確認しました。



申請地は、○○○○○○○○を○○○○○○○○に向かい、○○○○○○

○○を右折し、○○○○○○○○を右折し、水路沿いを３００ｍ行った左

側の○○○○○○○○の畑で１３１㎡です。 

        昭和５７年以前より、通路として使用しておりますが、住宅建築の計画

に伴い新築予定地への進入路が必要となり申請に至りました。 

        転用目的の概要は、一般住宅５９．２０㎡、駐車場施設２５㎡、取水は

町水道、雑排水については浄化槽で処理後、北側、○○○○○○○○水利

組合水路へ排水します。水利組合には申請済みです。周りは北側が水路、

前は畑で所有地です。他の農地への影響はないものと思われます。 

        なお、顛末書も添付されており、この案件は問題ありませんので、皆様

方のご審議のほどよろしくお願いします。 

・議  長   只今説明のあった農地法第５条第１項番号１について何かご意見等あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第９号 農地法第５条第１項番号１につい

て承認するものと決定いたします。 

        続きまして、農地法第５条第１項の規定による許可申請番号２を調査し

た近内壽夫委員に報告を求めます。 

・近内壽夫委員 農地利用最適化推進委員の近内壽夫です。よろしくお願いします。 

        令和３年１月２９日付農地法第５条第１項２番の許可申請の件につき

現地調査した結果を報告します。 

        去る２月８日午前９時より○○○○○○○○地目畑、面積５６㎡の現地

で譲受人○○○○、○○○○、譲渡人○○○○、武藤事務局長、三瓶係長、

円谷和司農地利用最適化推進委員と私の７名で調査確認しました。転用目

的は申請書のとおりであります。 

        当該地の場所は○○○○○○○○より○○○○○○○○を○○○○○

○○○へ５０ｍ○○○○○○○○より１００ｍ手前に位置します。 

        当該地は昭和４０年頃○○○○○○○○新設の為当時の建設省より買

収された残地５６㎡であり○○○○○○○○法面上部４ｍに位置し進入

路もなく耕作不能であり５０年以上休耕し原野化しております。転用後の

用途は野立看板でありますが、隣接地東側及び南側は○○○○の所有地で



あり周囲に与える障害は無いものと思われます。 

        以上調査した結果この案件は特に問題が無いと認められますので、委員

の皆様の審議をよろしくお願いします。 

・議  長   審議に入る前に議案第９号農地法第５条第１項の規定による許可申請に

対する意見決定の件について○○○○は譲渡人ですので、農業委員会等に

関する法律第３１条議事参与の制限により、退席を求めます。 

       （○○○○退席） 

・議  長   只今報告のありました農地法第５条第１項番号２の件について、何かご

意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第９号 農地法第５条第１項番号２につい

て承認するものと決定いたします。近内委員の入室を認めます。 

        （○○○○入室） 

 

（３）議案第１０号  

 農地法第５条１項の規定による許可後の事業計画変更申請対  

する意見決定の件  

・議  長   続いて議案第１０号 農地法第５条１項の規定による許可後の事業計画

変更申請に対する意見決定の件を議題といたします。 

        事務局の説明を求めます。 

・事務局長  （議案朗読） 

        本件は、県道バイパス工事の一時転用の期間変更の内容になります。 

        理由としましては、地質調査を行いながら工事を進めておりましたが、

地質の状況により増工となり当初の予定よりも工事が遅れているもので

す。そのため令和３年３月３１日までだったものが令和３年９月３０日ま

でに変更する申請となっております。実施状況につきましては現在７０％

の進捗率です。 

・議  長   只今説明のありました農地法第５条１項の規定による許可後の事業計画

変更申請に対する意見決定の件について何かご意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第１０号 農地法第５条１項の規定による



許可後の事業計画変更申請に対する意見決定の件については承認するも

のと決定いたします。        

 

（４）議案第１１号  

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利  

用集積計画の諮問に対する意見決定の件  

・議  長   次に議案第１１号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の諮問に対する意見決定の件を議題といたします。 

        事務局の説明を求めます。 

・事務局長   （議案朗読） 

・議  長   只今説明のあった農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

農用地利用集積計画の諮問に対する意見決定の件について何かご意見等

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第１１号 農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画の諮問に対する意見決定の件

については承認するものと決定いたします。 

 

（５）議案第１２号  

    荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定の件  

・議  長   次に議案第１２号 荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定の件を 

       議題とします。事務局の説明を求めます。 

・事務局長  （議案朗読） 

・議  長   只今説明のありました荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定につ

いて、一括で審議することに何かご意見等ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   それでは荒廃農地に係る非農地判断に対する意見決定について、何かご

意見等ございませんか。決定についてご意見等がある場合は議案書の番号

を述べてから発言されますようお願いいたします。 

（「異議なし」の声あり） 

・議  長   異議のないものと認め、議案第７号荒廃農地に係る非農地判断に対する



意見決定の件について番号１から番号１０４を一括して承認するものと

決定いたします。 

 

以上で本日提案されました議案は、すべて終了いたしました。これで本日の会議 

を閉じます。 

午後２時１３分 

 この議事録は書記が作成したもので、その内容に相違ないことを証するた

め署名する。  

            令和３年２月１５日  

            石川町農業委員会  

         石川町農業委員会長                  

 議事録署名人   ７番           

                    ８番           


